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第Ⅱ章　地球温暖化と森林
1　地球温暖化と森林
（1）地球温暖化の現状

（2）京都議定書の目標達成に向けた取組

○「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」第4次評価報告書は、気候システムの温暖化
は疑う余地がなく、人為起源の温室効果ガス濃度の増加が原因である可能性が非常に高
いと結論。
○平成20（2008）年度の我が国の温室効果ガスの総排出量（速報値）は、前年度から6.8ポ
イント減の12億8,600万CO2トン。基準年を1.9％上回る水準。

○京都議定書では、平成2（1990）年以降に人為活動（「新規植林」・「再植林」・「森林経営」）
が行われた森林の吸収量を削減目標の達成のために算入可能。
○政府は、京都議定書目標達成計画に定める1,300万炭素トンの森林吸収量の確保に向け、
森林整備、木材供給、木材の有効利用等の総合的な取組を推進。

我が国の温室効果ガスの排出量（速報値）

我が国における「森林経営」の考え方
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資料：環境省「2008年度（平成20年度）の
　　　温室効果ガス排出量（速報値）について」
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（3）排出量取引とカーボン・オフセット
○排出量取引の国内統合市場の試行的実施では、平成22（2010）年3月現在、化石燃料か
ら間伐材等のバイオマスへのボイラー燃料の転換など木質バイオマスに関連するプロジ
ェクトについて、68件、約7万7千CO2トンの申請。

○オフセット・クレジット（J-VER）制度では、平成22（2010）年3月現在、森林分野の6
つのポジティブ・リストについて、34件、約4万CO2トンの申請。企業間のクレジッ
トの取引も開始。

コペンハーゲン合意の主な内容

国産材を使った国内クレジット事例 森林吸収活動によるオフセット・
クレジット（J-VER）

事例
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の養鰻業のＴ社は、東京の印刷
会社等の資金協力を得て、養鰻場の加温用ボイラ
ーを重油焚きから間伐材チップ焚きに転換。年間
約1,200トンの二酸化炭素の排出が削減され、国
内クレジットが発行される見込み。

　住宅及び木材建材事業を展開するＳ社は、クレ
ジット収益を持続可能な森林整備へ充当し、社有
林の付加価値を高めることを目的として、社有林
の一部において持続可能な森林経営促進型プロジ
ェクトによるオフセット・クレジット（J-VER）を申
請。クレジットの取引も開始。

木質バイオマス利用ボイラーを導入した養鰻場 プロジェクトの対象となる社有林

○京都議定書の第1約束期間終了後の枠組みについては、2007年12月の第13回締約国
会議（COP13）での合意（バリ行動計画）等に基づき議論。
○2009年12月、コペンハーゲンで開催された第15回締約国会議（COP15）では、最終
的な枠組み合意には至らず、政治的な合意（「コペンハーゲン合意」）への留意が決定。今
後、2010年11～12月の第16回締約国会議（COP16）に向け、交渉が継続。

2　京都議定書第1約束期間終了後の枠組み

① 世界全体の気温の上昇が2℃以内にとどまるべきであるとの科学的見解を認識。長期の協力的行動を強化。

② 附属書Ⅰ国（先進国）は2020年の削減目標を、非附属書Ⅰ国（途上国）は削減行動を、2010年1月31日まで

にそれぞれ提出。

③ 締約国の削減行動はMRV（測定 /報告/検証）の対象。

④ 森林減少・劣化からの排出の削減の重要な役割や森林吸収の必要性を認識し、メカニズムの設立を通じたイ

ンセンティブ提供の必要性に合意。

⑤ 先進国は、途上国に対する支援として、2010～2012年の間に300億ドルに近づく新規かつ追加的な資金の

供与を共同で行うことに、また2020年までには年間1,000億ドルの資金を共同で調達するとの目標にコミット。

⑥ 2015年までに合意の実施状況の評価の完了を要請。




